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◆認可地縁団体設立手続等について 
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１ 認可地縁団体とは 

 

これまで地縁による団体が，土地や建物（自治会館等）の不動産を所有して

いても，個人名義での登記しかできなかったため，名義人の転居や死亡により，

名義変更や相続など，様々な問題が生じていました。 

このような問題に対処するため，一定の手続をとることにより，自治会等に

法人格を認めることで，法律上の権利義務の主体となることができるととも

に，認可地縁団体として団体名義で不動産等の登記ができるようになりまし

た。 

 

２ 地縁による団体とは 

 

「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に

基づいて形成された団体」（地方自治法第２６０条の２第１項）と定義されて

います。つまり，区域内に住所を有することのみを構成員の資格とした団体で

す。 

したがって，自治会等のように一定の区域に住所を有していれば，誰でも構

成員になれる団体は「地縁による団体」といえます。 

 

３ 申請できる団体 

 

不動産等の財産を保有又は保有を予定している団体で，一定の区域に住所を

有する者の地縁に基づいて形成された団体，いわゆる自治会等を対象としてい

ます。 

次のような団体は対象となりません。 

・特定の目的の活動だけを行う団体 

 例：スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など 

・構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体 

 例：老人会や子供会（年齢の制限），女性会（性別の制限）など 

・不動産等の保有を目的としない団体 

 例：現金や預金だけを保有する団体，自動車や機械だけを保有する

団体など 
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〈不動産等とは〉 

・土地及び建物に関する所有権，地上権，永小作権，地役権，先取

特権，質権，抵当権，賃借権及び採石権 

・木立ニ関スル法律第 1 条第 1 項に規定する「木立」の所有権， 

抵当権 

・登録を要する金融資産（国籍，地方債，社債） 

・その他，地域的な共同活動に資する資産であって，登録を要す

る資産（除雪のための車両，福祉の用に供する車両等） 

 

４ 認可の要件 

 

「地縁による団体」が法人格を得るには，市長の許可が必要です。「地縁に

よる団体」が法人格を得る目的は，不動産等を団体名義で登記することにあ

ります。認可にあたっては，団体が不動産等を保有（保有予定）しているこ

とが前提になります。 

 

また，次の要件を満たしている自治会が，認可の対象になります。 

 

 

 

 

 

 

 

※「地域的な共同活動」とは，清掃・美化活動，防犯・防災活動，集会所

の管理運営など，一般的な地域活動のことです。「現にその活動を行ってい

ること」は事業報告書・計画書や決算・予算書で確認します。 
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※「客観的に明らか」とは，住居表示による区画のほか，河川や道路等で

区画が画されているなど，容易に自治会の区域・範囲が分かる状態にある

ということです。 

 

 

 

 

 

 

 

※構成員になれる資格は，年齢・性別・国籍等に関係なく，その区域に住

所を有するすべての個人ということになります。 

また，入会の申込みがあった場合，正当な理由なく拒むことはできませ

ん。「相当数」とは，一般的には過半数を判断基準とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※規約の変更に関する事項，解散に関する事項，残余財産の処分に関する

事項についても定められていることが望ましいです。 
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５ 申請のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者（自治会等地縁団体） 呉市（地域協働課）

準
備
期
間

申
　
請

自治会の法人化（認可地縁団体）までのながれ

自治会で認可地縁団体（法人化）について話し合う

規約（案）等を事前準備 規約（案）等の内容確認

総会開催
・法人化の認可申請の決定

・代表者の決定

・規約の制定

・構成員の確定

・保有（予定）資産の確定

・区域の確定

認可申請書
・認可申請書

・規約

・総会議事録

・構成員の名簿

・保有（予定）資産目録

・良好な地域社会の維持及び形成に資する

地域的な共同活動を現に行っていることを

記載した書類

（事業報告・決算書・事業計画・予算書など）

・申請者が代表者であることを証する書類

・区域図

申請書受理

内容審査

認可決定

告 示通 知

台帳整理

認可通知書

不動産登記・各種届出

告示事項変更の届出
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６ 提出書類 

 

認可申請を行うことについて，地縁団体の中でよく話し合ってください。 

 

■ 認可申請書 

 

■ 規約 《必要事項》①目的②名称③区域④主たる事務所の所在地 

           ⑤構成員の資格に関する事項 

           ⑥代表者に関する事項 

           ⑦会議に関する事項 

           ⑧資産に関する事項 

     《定められていることが望ましい事項》 

           ⑨規約の変更に関する事項 

           ⑩解散に関する事項 

           ⑪残余財産の処分に関する事項 

  

■ 認可を申請することについて議決したことを証する書類（議事録） 

  議事録に議長及び議事署名人が署名捺印したものが必要です。 

 

■ 構成員の名簿 

  構成員すべての住所，氏名を記載した名簿が必要です。 

 

■ 保有資産目録又は保有予定資産目録 

 

■ 活動を現に行っていることを記載した書類 

  前年度の事業報告及び決算書，当該年度の事業計画書及び予算書 

 

■ 申請人が代表者であることの書類（代表者就任承諾書） 

 

■ 区域を示した図面 
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７ 認可について 

 

認可申請を提出した後は，書類審査を経て，市長による認可，告示を行

います。市長の認可により，法人格を得ることになりますので，法務局へ

の法人登記は必要ありません。 

（不動産登記に関することは，法務局へお問い合わせください。） 

 

告示内容は次のとおりです。 

・名称    ・規約に定める目的 

・区域    ・事務所の所在地    ・代表者の氏名及び住所 

・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任

の有無（職務代行者が選任されている場合は，その氏名及び住所） 

・代理人の有無（代理人がある場合は，その氏名及び住所） 

・規約に解散の事由を定めたときは，その事由 

・認可年月日 

 

８ 認可告示後の手続 

 

■認可地縁団体証明書 

認可地縁団体証明書（台帳の写し）は，市長による告示のあった日から

発行できます。 

発行手数料が必要です。 

 

■認可地縁団体の印鑑登録に必要なもの 

・代表者個人の実印（印鑑登録されているもの） 

・代表者個人の印鑑証明書 

・登録しようとする団体の印鑑 

 

■認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付に必要なもの 

・代表者の個人印 

・登録した団体の印鑑 

発行手数料が必要です。 
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９ 認可地縁団体の義務 

 

認可を受けた後，告示事項（代表者の変更，主たる事務所の所在地等）

を変更した場合や規約を変更した場合等は，市長へ届け出なければなりま

せん。 

市長の変更認可・告示がなければ効力を発しません。 

 

■告示事項を変更したとき 

・告示事項変更届出書 

・告示された事項に変更があったことを証する書類（総会議事録の写し） 

・申請人が代表者であることの書類（代表者就任承諾書） 

■規約を変更したとき 

・規約変更認可申請書 

・規約が変更されたことを証する書類（総会議事録の写し） 

・規約変更の内容及び理由を記載した書類（新旧対照表） 

・変更後の規約 

 

１０ 認可地縁団体にかかる税金 

 

認可地縁団体の状況によっては，課税対象となる場合があります。 

詳しくは各担当部署で御確認ください。 

 

■税の種類 

・市税…法人市民税，固定資産税 

・県税…法人県民税，法人事業税，不動産取得税 

・国税…法人税，登録免許税 
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１１ 認可の取消しと解散 

 

■認可取消 

 次のいずれかの事項に該当する場合は，認可の取消し対象となります。 

・法に定める以下の認可要件のいずれかを満たさなくなったとき 

◇活動が営利目的や政治目的に変更となった場合 

◇団体が相当の期間にわたって活動していない場合 

◇区域内の住民の加入を正当な理由なく認めない場合 

◇構成員が多数脱退し，「相当数の住民」が構成員となっているとは 

認められなくなった場合 

・不正な手段により認可を受けたとき 

 

■認可地縁団体の解散 

 次のいずれかの事項に該当する場合は解散となります。 

・規約で定めた解散事由が発生したとき 

・破産手続開始の決定 

・認可の取消し 

・総会で解散の決議があったとき 

・構成員が欠乏し相当数に満たなくなったとき 

 

■総会による解散の決議 

 認可地縁団体の解散には，総会での解散決議が必要となります。 

・解散することについての意思決定 

・清算人の確認 

・残余財産の帰属先の確認 

 

■解散届出 

・総会での解散決裁後，速やかにその旨を届け出てください。 

 この届出により市では解散の告示を行います。 
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◆認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 
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１ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 

 

■概要 

 認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりま

したが，所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない

等により，不動産登記法に則った手続を取ることが難しく，認可地縁団体

への移転登記が進まない問題が生じていました。 

この問題を解決するために，地方自治法に「認可地縁団体が所有する不

動産に係る登記の特例」が設けられ，一定の条件を満たした認可地縁団体

が所有する不動産については，認可地縁団体が市へ公告申請を行い，地方

公共団体が「公告した結果，異議申出がなかった」ことを証する書面を交

付することで，特例により認可地縁団体が不動産の移転登記を申請するこ

とができるようになりました。 

 

２ 申請の要件 

 

（１）当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること 

（２）当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意思を持って平

穏かつ公然と占有していること 

（３）当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該

認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であっ

た者であること 

（４）当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと 

 

３ 申請のながれ 

 

（１）事前相談 

・申請不動産の所有者を把握する 

・所在が判明している登記関係者から特例申請の同意を得る 

 

（２）総会の開催 

 ・不動産を取得することの議決事項 
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（３）所有不動産の登記移転等に係る公告申請書の提出 

 【添付資料】 

・申請不動産の登記事項証明書 

・保有資産目録又は保有予定資産目録等 

・申請者が代表者であることを証する書類 

・上記対象要件を※疎明するに足りる資料 
 

※疎明するに足りる資料 

①当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること 

②当該認可地縁団体が当該不動産を１０年以上所有の意志をもって平然

かつ公然と占有していること 

③当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可

地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者で

あること 

④当該不動産の登記関係者（表題部所有者，所有権の登記名義人，これ

らの相続人）の全部又は一部の所在がしれないこと 

 

（４）書類審査，疎明資料の確認 

 

（５）公告 

 

（６）3 か月の公告期間に異議申立てがなかった場合は，そのことを証す

る情報提供を行う。 

 

 

これらの手続の後に，法務局で所有権の移転登記等の申請ができます。 

 

※なお，この特例制度は，不動産の所有権の有無を確定させるものではあ

りません。 
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４ 提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可地縁団体の登記の特例のながれ

申請者 地域協働課

申
　
　
請

公告申請
・公告申請書

・所有権の保存又は移転の登記をしようとする

不動産の登記事項証明書

・認可申請時に提出した保有資産目録又は

保有予定資産目録

・申請者が代表者であることを証する書類

・法第２６０条の３８第１項各号に掲げる事項を

疎明するに足りる資料

異議がなかったことの

情報提供
法務局で登記申請

申請書類確認

３か月以上の公告

異議があったことの情報提供

特例制度による

登記手続き中止
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５ 公告に対する異議申出の方法 

 

（１）申出の要件 

 異議申出には，次の①及び②の要件を満たしている必要があります。 

①異議を述べることができる者の範囲 

  次のいずれかに該当する者 

  ・表題部所有者又は所有権登記名義人 

  ・表題部所有者又は所有権登記名義人の相続人 

  ・所有権を有することを疎明する者 

②異議を述べることができる期間 

  公告期間（３か月）内 

 

（２）異議申出の方法 

 上記の要件を満たしている場合，異議を述べる者が，異議申出書及び次

の資料を市長に提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※異議の内容により市が追加資料を求める場合があります。 

 

※申出書の記載事項は，その後の当事者間での協議等を円滑にするため，

申請を行った認可地縁団体に通知いたしますのでご了承ください。 

  

資格
異議を述べる者が登記関係者等
であることの確認のための書類

申出書に記載された名前及び住所
の確認のための書類

表題部所有者
又は
所有権登記名義人

申請不動産の登記事項証明書

表題部所有者
又は
所有権登記名義人の相続人

申請不動産の登記事項証明書
戸籍謄抄本

所有権を有することを疎明する者
所有権を有することを疎明するに足
りる資料

住民票の写し又は戸籍の附票の写し
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呉市市民部地域協働課 地域協働グループ 

〒737-8501 広島県呉市中央４丁目１番６号 

TEL（0823）25-3223 FAX（0823）25-3013 
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